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都市型漁業集落における水辺の空間構造と利用形態に関する研究 
〜横浜市子安浜を対象として〜 

A Study on the Spaces and Activities on Waterside in Urban Fishing Village 
A Case Study on KOYASUHAMA in YOKOHAMA 

 76170 山田 渚 
 

This study focuses on the historical fishing village, KOYASUHAMA to show the relationship between special features of 
waterside and activities which are using these features. 

The fishermen in KOYASUHAMA once abandoned their fishing rights because of the reclamation on their fishery in Tokyo bay. 
But they begun fishery with limited fishing method again, and they build their own workspaces by their new type communities 
which are based on the primary community, with no help from administration. So this suggests the features of spaces in minimum 
need and the way of special planning by community. 
 

０−４ 論文の構成（図１） ０章 序論                            

第１章では都市の水辺の現状を概観し、子安浜を研究対象

地とする意義を明確にする。第２章では子安浜の歴史・コミ

ュニティなどの概要に触れる。第３章では子安浜の水辺が砂

浜から現在の姿に至るまでを追い、第４章ではその結果でき

た現在の水辺の空間について７つの要素に分けて説明する。

第５章は過去と現在における人々の沿岸部の利用について考

察する。第６章では第３～５章を総括し、水辺の空間構造と

利用形態との関係性について分析する。第７章では空間の所

有関係について事例を通して分析する。第８章は結章であり、

ここで各章の小結をまとめて述べるとともに、子安浜の評価

とそこから得られる知見について述べる。 

０−１ 研究の背景 

近年、都市の水域においても、穏やかな内水面を活かした

カヌーやレガッタなどのレクリエーション活動が見られ、行

政もその景観的な価値だけでなくレクリエーションの場とし

ての可能性を見直し始めている。しかし水辺の公共性と施設

整備のバランスについて基準が不明確で議論となっている。 
一方、都市においてはその狭い水域を共同体の中で占有し

ながら活用してきた例として都市型魚漁業集落が存在する。

特に今回対象とする横浜市子安浜は、現在も居住地と近接し

て形成された船溜りを保ち、自ら整備を重ねてその生業を続

けている非常に稀な地区である。 
０−２ 研究の目的 

以上のような研究背景のもと、本研究は横浜市子安浜を対

象地とし、①水辺の空間構造の特異性と利用形態の多様性の

実態と、それらの変化の過程を把握し、②漁業という生業の

中で培われてきた独自の空間の共有のあり方について明らか

にすることを目的とする。 
０−３ 既往研究と本研究の位置づけ 
水辺の占用利用に関しては浮体施設の整備事例をもとに横

内らによる一連の論文1で整理されている。都市型漁業集落に

ついては、菅ら2が大都市近郊の漁業地区を立地条件や地区形

態、漁業形態、周辺環境などによって分類している。漁村の

空間構造に関するものとしては、岡田3が千葉県浦安を対象に、

特有の外部空間が地域のコミュニティに与える影響について

論じている。子安浜に関しては、東京理科大学（当時）大月

敏雄准教授と学生ら4により基礎的・悉皆的調査報告が成され

ており、特にその変容過程、沿岸部の変遷と空間利用、社会

組織の活動について論じられている。また、武田ら5は社会学

的見地から子安浜のコミュニティの特性に着目し、災害発生

時の潜在的リスクについて研究している。本研究はこれらの

基礎的報告を参考にするが、背景のような問題意識のもと、

子安浜の水辺の空間と利用の関係性に着目し、より詳細な調

査・考察を行っている点で新しく、オリジナリティがある。 

 図１論文の構成 

０−５ 研究の方法 
本研究は主に、文献調査、ヒアリング調査、行動マッピン

グ調査、設え調査を基に分析を行う。 
０−６ 用語の定義（図２） 
海岸線の水域と陸域をまたぐ領域、子安浜では浜通りから

海までを「水辺・沿岸部・浜」とする。 
子安浜のある

入江川第二派川

は実質的に川で

はなく「海」とす

る。 
 
 
 

  図２用語の定義 
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１−３ 都市型漁業集落の実態の概観 第１章 都市の水辺の概観                 

１−１ 都市の内湾における水面利用の動き 既往研究2によると、都市型漁業集落は市街化の進行により、

「核家族化、高密混住化、地先埋立て、工場立地」など、外

部的要因による変化の圧力を受け続け、近郊に漁港が整備さ

れるものもある一方、集落が内陸に取り残され水辺との接点

を失ったり、分散・孤立して消滅していっている。その中、

子安浜（子安浜・西神子安浜漁協）は特定の漁港を持たず集

落に近接して船溜りを形成する都市型漁業集落の原型を保つ

タイプとして分類される。 

平成20年７月に行われた「第１回 水辺空間の有効利用に

よるみなとの魅力向上促進に関する研究会（国土交通省港湾

局）」の開催趣旨文にあるように、近年都市の水辺では、従来

からの親水空間整備の取組に加え、カヌーやレガッタなどの

水域自体をフィールドとする活動や、「…民間事業者が水域を

利用して浮体構造の施設を整備したり、水域をより積極的に

活用するため係留施設と一体となった開発を行ったりするな

ど」新たな取組が試みられるようになってきている。 
こうした動きに対し、東京都港湾局では平成17年度より「運

河ルネッサンス（事業）」を実施。町会・商店会・企業等が協

議会を設置し指定を受けることで、水域占用許可の規制緩和

や、運河沿い遊歩道や防災船着場の貸与を受けることができ

るとしている。国土交通省港湾局でも、運河を核とした魅力

ある地域づくりへの取り組みを国が事業計画・予算配分等に

より支援する制度として「運河の魅力再発見プロジェクト」

を実施し、平成 20 年までに計 10 のプロジェクトが認定を受

けている。これらの行政の新たな取組の本質は、いずれも従

来認められていない水辺占有を例外的に認める規制緩和にあ

る。その基準としては、前述の研究会においても、水辺利用

の推進に際し「公共的な利用を前提とする公有水面や公共施

設の管理・利用のあり方を見直し、より使いやすい方策を検

討する」としているが、この「公共性」の基準は各管理自治

体の内部規定によるため実質自治体の裁量に委ねられており、

明確な統一的基準が確立していないのが現状である。 

図４子安浜の集落に近接して並行する船溜り（航空写真）

第２章 子安浜概要                    

２−１ 子安浜の周辺環境（図５） 
子安浜は横浜市の東部、神奈川区の浦島町・子安通１丁目

をまたぎ、旧東海道の国道15号を北縁に、入江川第２派川を

南縁にする東西に 0.7km に渡る細長い形をした地区である。

横浜港に面するが、京浜工

業地帯の裏側の運河の奥ま

った水域に船溜りを形成す

る。地区からは子安駅、大

口駅などが徒歩圏にあり、

子安駅からは京浜急行線で

横浜駅まで５分強、品川へ

は30分弱など、大変交通の

便がよい。 

１−２ 都市の水域での船の係留（図３） 
行き過ぎた水辺占有

の例として、放置艇や不

法係留がある。これらは

船の航行障害や沈艇か

らの油漏れなどの問題

となる。平成18年度の

国土交通省の調査によ

ると、全国で約 11 万隻

以上の放置艇が確認さ

れている。横浜市内にお

いては平成７年に「横浜

市船舶の放置防止に関

する条例」を制定し、同

年１月時点で約２１０

０隻あった不法係留ボートは条例施行直後に約１６００隻ま

で急減したというものの6、それ以降減少せず、現在でも川沿

いに放置艇が確認できる。この理由としては放置艇の受け皿

となる係留・保管施設の不足があるほか、係留施設と活用す

る場の乖離による利便性の悪さなどが考えられる。 

図５子安浜の周辺図 

２−２ 子安浜の歴史概略 
子安浜は弘安６（1284）年には、日釣・夜釣の漁業が沿岸

行われていたとされ、江戸時代には幕府お抱えの漁師村（御

菜ヶ浦八カ村）の１つ（新宿村）であったと考えられるなど、

歴史ある漁師町と言える。明治末期には小型底引きで捕った

シャコを茹でて殻を剥いて出荷する「むきじゃこ」が考案さ

れ、子安浜の名物となる。しかし、明治以降の工業化に伴い、

昭和２年には浅野総一郎による 450ha にも及ぶ埋立造成が竣

工するなど、埋立による漁場の喪失と昭和30年代の公害によ

る魚の減少により不漁に陥る。結果、昭和46に子安浜漁協・

西神子安浜漁協は市の全面補償を受け漁業権を放棄し、子安

浜の漁業は実質消滅した。しかしその後昭和50年代後半に入

ると、アナゴ延縄漁などの漁業権を必要としない自由漁業に

よる新たな漁業者が現れる。こうした漁業者は他の地区から

来た者もいるが、地区内の元漁師の息子などが多い。他の海

の職業としてはつり船や屋形船などを始める者もいた。 

図３横浜市における船の係留の現状

２−３ 子安浜のコミュニティ（図６） 
子安浜の地縁組織はわずか東西約 700ｍの間に５つの町内



                                                                      
                                                                       
 

昭和44年には市より買い受けた他の土地の売却と代金の配

分に合わせ沿岸部の土地を船主に均等に配分した。この際、

西浜・浦島町の土地については、当時の西神子安浜漁協組合

により県の補助を受けて共同でＲＣ造の漁具倉庫が造られ、

均等な間口の区画を組合員に配分された。 

会、２つの町（学区）、３つの浜、２つの部落など幾重もの複

雑な境界線が重なり、複雑なコミュニティを築いている。特

に、小学校の学区と重なる東西の部落の境界は地区内コミュ

ニティに大きく影響しており、明治36年に子安浜に子安浜漁

業組合が設立するも、東西で別の共同販売所をもつなど実質

上分別しており、昭和16年には意見の対立から子安浜漁業協

同組合と西子安浜漁業協同組合に分裂し、転業まで至った。 
３−４ 転業後：自由漁業者の出現と沿岸部の個別整備 

昭和46年の全面転業直後、入江川に停まっていた漁船は全

て処分された。昭和51年度の時点で、転業率は97.4%に達し

ている8。これにより本来の機能を失った浜小屋などは車庫に、

揚場は駐車場などに転用されるようになる。しかしその後昭

和50年代後半に新たな漁業者が現れると、漁業作業場を求め

て、浜小屋のさらに海側に突き出しを自ら整備し、浮き桟橋

代わりに台船を置くようになった。こうして現在の姿に至る。 

東西

 図６子安浜に重層するコミュニティ境界 

 ２−４ 子安浜の課題 
 子安浜は明治14年の実測図の地割をほぼ変わらず残し4、狭

い区画と家屋が密集しているため災害時避難の困難や次世代

の転出による高齢化が問題となっている。 
 
 
  
 第３章 子安浜の水辺の形態変遷史（図７）         

 ３−１ ～江戸時代：遠浅の浜 
 子安浜は元は遠浅の砂浜であった。船は浜から離れた沖に

泊め、海中を歩いて船に乗るか小船で漁船まで行った。台風

時や海が荒れる時は、沖に大錨を投げて船を守ったという7。 
 
 
 ３−２ 子安地先の埋立と補償：浜の消失と護岸整備 
 子安浜の沿岸部の変化は明治37年の守屋此助による子安の

地先の海面約15万坪の埋立計画にはじまる。地先の専管漁業

権を失うことになる子安浜漁協は補償はいらないから船着場

をつくること、埋立は浜辺から 42 間沖（澪幅 40 間）にする

ことなどを条件とする。その後澪幅32間半で交渉は妥結し埋

立は大正元年に竣工する。約束の船着場整備に関しては昭和

４年の海岸道路造成にあたって着工され、これに先立つ市と

漁協の協議で護岸に漁船を繋留する環を１間に１箇位の割合

でつけること（大正 13 年）、二間一尺の網干場を無償貸与・

船溜りの占有使用（昭和３年）などが条件とされた。 

 
 
 
 
 
 

図７子安浜の沿岸部の変遷概要図（断面図） 

 
第４章 子安浜の水辺の空間分析             

３−３ 戦後の港湾工業都市化と埋立ブーム： 
４−１ 水辺空間の７つの空間構成要素（図８） 

図８子安浜の水辺の７つの空間構成要素 

補償としての沿岸部の分配 
子安浜の沿岸部に共通してその空間を構成する要素として、

その形状や空間形成史から、以下の７つの要素に分解するこ

とができる。 

戦後の特需ブームの中、横浜市は政府の「復興緊急整備三

ヵ年計画」に同調し、「港湾工業都市の基盤建設計画」を打ち

出すと、戦前に造成された埋立地だけでは足りず臨海工業地

帯の埋立造成と漁業補償問題が次々と起きていった。中でも

昭和28年に計画された大黒町地先埋立計画では共同漁業権を

もつ子安浜の両漁協は、昭和33年に補償金の他に協力慰謝料

として市有地譲渡の土地代二百五十万円を受け取り、その一

部で子安浜護岸の網干場六百坪を市から買い取り漁具倉庫な

どに使用した。この頃より浜小屋が一度に増える。 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                      
                                                                       
 

第５章 子安浜の水辺の利用形態              ４−２ 各空間要素の成立理由と現状の把握（理由／現状） 
５−１ 転業前における子安浜の人々の水辺利用 • 浜通り：護岸の整備とともに誕生／海岸線に沿って湾曲・地

区内では幅５ｍ程度を保ったまま均一 転業前は、浜通り・揚場・浜小屋・共有通路・隙間・船の

６要素は、主に漁業という目的のために使用されており、シ

ャコ漁の水揚げの例に見られるような一連の行動の中でつな

がっていた。 

• 揚場：魚やガンガラ（鉄くず）を揚げるために整備／スベリ

（斜面）を残すものの他、駐車場になっているものも有る 

• 浜小屋：漁具置場、網干場として整備／東側は戸建て木造、

住居のものもある。車庫とするため増築したものもある。西

側は共同 RC 造、車庫とするため浜通り側だけでなく海側も

壁を取り払ったものもある 

• 共用通路：船を直接着岸させ、乗り降りするために整備／浜

小屋の車庫部分の拡張により幅が狭まっている箇所がある 

• 隙間：海と浜通りとを結ぶ通路として整備／戸建ての間は建

替えにより狭まる。RC内のものは現在もそのまま残る 

図９各空間要素の場所ごとの分布や違い 

図11転業前後における利用形態の変化のまとめ 
図10 ４つのエリア分け 

• 突き出し：新たな漁業者の作業場として個人的に整備された

／桟橋状のもの、立ち入り可能不可能、屋根の有無など様々

な形態がある。共用通路、揚場、隙間などからアクセスする 

• 船：現在100杯以上停泊。現在は35杯ほどが現役で使用。

半分は台船と呼ばれる、常時係留させ、物置や作業場として

使用されている船。漁船・台船ともに東側の方が多い 

• シャコ漁の水揚げ：妻や子供は浜小屋や揚場の茹で釜でお

湯を沸かして待つ→船は各人の浜小屋の前に着け、共用通

路から直接浜小屋に水揚げ→揚げられたシャコはすぐさ

ま用意された茹で釜で茹でられ→茹で上がったシャコは、

隙間などを通って各人の自宅前などやりやすい位置に移

動→家族総出でパック詰め→浜通りを通って組合に出荷 
５−２ 現在における子安浜の人々の水辺利用（図11） 
 行動マッピング調査（１月３日の午前７時台から午後４時

台までの計10回実施。子安浜の東端から出発し、西端に終着

するおよそ700ｍのコースを、毎回同じ方向から１時間に１度

のペースで移動しながら観測された行動を記録）により、現

在各要素で観測される行動の傾向を把握しヒアリングで補っ

た。その結果は転業前との比較で以下のようにまとめられる。 
• 機能の継続する利用：浜通りでは転業前同様多様な行動が

見られるが、交通行動に偏重している。隙間では整備当初

同様海と浜通りを結ぶ通路として機能している。 

 

 

 
 • 場の読み替えにより機能を変化させた利用：ほどよい大き

さの揚場や建物を背にした海への眺望のよい共有通路は

地域のお年寄りの日向ぼっこや立ち話の場として機能し

ている。 

 
 
 
 • 新たな利用：突き出しや台船などは転業後に新たに出演し、

漁業作業の場として利用されている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、各空間要素の場所ごとの分布や設えの違いを重ね合わ

せると、おおよそ４つのエリアに分けることができる。 
 
 
 



                                                                      
                                                                       
 

第６章 空間構造と利用形態の関係性の分析         ６−２ 要素間つながりパタン別行動事例分析（図13） 
６−１ エリア別空間・行動分析(図12) 各エリアを特徴づける空間要素間のつながり方に着目して

典型的なパタンを提示し、観測された具体的な行動とともに

それぞれ分析する。 
第４章で分かれたエリア別に、各空間要素の特徴と観測さ

れた行動の特性を比較し、分析する。 
• エリア１：スベリの残る揚場が多く海への開放感があるため

か、浜通りにおいて犬の散歩やウォーキングといった外来者

の行動当が目立った。当初の幅を残す共有通路へは、ＲＣ倉

庫間の広い隙間から外部の者でも入りやすく、共用通路の入

り口近辺での海を眺める行動が見られた。 

エリア１・２に見られる飛び地型は、単独で存在する浜小

屋・台船などでは不足する空間を母屋で補完しているもので、

台船での植木の世話、台船での屋形船の準備作業などが見ら

れ、浜と母屋を行き来する行動を伴う。 
 エリア３にみられる突き出し拠点型は、隙間などの外部か

らのみアクセス可能な突き出しを空間の中心に台船が常時接

続している。突き出しの入り口や隙間に扉をもち施錠できる

ものもあるが開いているものが多く、知人ならば訪ねること

ができる。隙間から突き出しに立ち寄りながら人を訪ね歩く、

浜通りをうろうろする、突き出しで長時間会話をするなど、

漁業者を中心にその知人による行動も多く、こうした新たな

コミュニティの受け皿となっていると考えられる。 

• エリア２：水平で駐車場になっているものが多い揚場では、

海の様子をちらっと見る姿が、浜小屋の増築により幅が狭ま

るがところどころＲＣ倉庫の壁が取り払われ浜通りから視

界がつながる共有通路では、おじいさんが椅子に座ってじっ

くりと日向ぼっこをする姿が見られた。 

• エリア３：浜小屋の所有者と異なる所有者が突き出しをもつ

ことが多く、浜小屋と空間として独立している突き出しが多

い。漁業者を中心に数人がストーブなどを囲みそこでじっく

り会話をするといった行動が見られる。会話の時間も長く、

気心の知れた人どうしであると考えられる。 

• エリア４：建て詰まっているため大きな空地が極めて少なく、

代わりに復員の広い直交街路や浜通りでキャッチボールな

ど子供の遊ぶ姿がよく見られる。浜小屋は住居になっている

ものが多く、突き出しや台船も住居の使用者（住民）が使用

しており、浜小屋と突き出し・台船が連続した空間として使

用されている。そのため、突き出しで観測された行動も漁業

者だけでなく、座って海を眺めながらタバコを吸うといった

ような、個人の休憩スペースとして利用する姿も見られた。 

 
 

 

 

 

 

図13要素間つながりパタン別分析 ２パタン例 

第７章 所有関係に着目した空間利用規範の分析       
７−１ エリア別空間・行動分析 
沿岸部の空間の細やかな発達がいかにして可能だったのか

を知るため、土地・建物・船など空間の所有関係に着目し、

いくつかの個別整備の事例より分析を行った。 
• 事例Ｅ：親戚の浜小屋の前に突き出し・台船整備 

20 年ほど前に新たに漁業

を始めたＮさんが親戚関

係にあるＷさんの所有す

るＲＣ倉庫の前の水域が

開いたため、そこにもとか

らあった桟橋を中心とし

て突き出しを整備。親戚関

係を頼りに、浜小屋を核と

してその前の水域に所有

を拡大していった例と言える。 図12エリア別空間・行動分析のまとめ 図14事例Ｅ 



                                                                      
                                                                       
 

• 事例Ｊ：漁業仲間の船の横に台船整備 • 第７章 

Ｔさんは新たに漁業を始める際、Ｔさんの本来使うべき母

屋の前の水域が転業後他人に占領されていたため使えなかっ

たため、漁業仲間のＳさんが、自分の保有する突き出し・台

船の横に泊めるように薦めた。東西の境を越えて、漁業仲間

という新たな個人的なつながりによって、船の横の水域に所

有を伸ばしていった例と言える。 

水辺において必要により個人の所有を広げる場合、①元漁

師が既に与えられ過去に使用していた空間（浜小屋とその前

の船着場）には基本的な所有権を有することを前提とし、②

過去に船を置いていた場所の周辺、浜小屋の前、船の横など

にはその領域広げてよいという、一定の暗黙のルール（規範）

が存在していることが分かった。またこうした規範は、血縁・

親戚関係を基盤としながらも、個人的な新しい漁業仲間など

必ずしも地縁に縛られない関係によってその権利を広げてい

ることも分かった。 
８−２ 子安浜の評価と ８−３子安浜から得られる知見 
子安浜の水辺の魅力は、転業により本来ならば分節化して

水辺とのつながりを失う空間を、新たな漁業者が生業の場と

して自ら整備して使い続けることができ、さらにこうした場

が新たな共同体を生んだことにある。これを可能にしたのは、

①所有関係の曖昧な水域が余地として柔軟性をもっていたこ

と、②この余地を円滑に使うための共同体の中で共有される

規範が存在していたこと、③しかしこ余地がただ「みんなの

場所」ではなく、公による均一的な整備の際に、浜小屋のよ

うに各人に均等に所有のはっきりした領域が与えられ、これ

を核として個人の所有と整備を広げることができたことにあ

ると言えるのではないだろうか。 

図15事例Ｊ 
 

 
第８章 結章                       
８−１ 各章の小結 
• 第３章 

漁場の埋立に対する補償によって現在の沿岸部の空間の基

礎ができたことでそこに船を均等に並べるようになり→土地

が払い下げられたことで自分たちで浜小屋を建てていき→東

西両漁協により沿岸部の土地が全組合員に均等に配分され→

転業後は新たな漁業者個人により突き出しや台船といった空

間が整備されたという変遷過程から、公共性の高い均一的な

整備と住民自らによる個人的な整備の折り重なりにより沿岸

部が形成されたと言える。 

８−４ 都市への提案 
 前述のような考え方は、路地と似ている。家の機能を補完

する余地として、必要に応じてご近所さんの迷惑にならない

程度で家の前まで領域を拡張して靴を干したり、洗い物をし

たりすることで、豊かな活動が生まれていた。これは水辺一

般の整備や、道路のオープンカフェなどの賑わいを生むにも

応用できるのではないだろうか。店舗のように明確なテリト

リーが決められた場と、天気によって危険でない範囲で少し

はみだせる余地があることで、客層に応じた柔軟な経営がで

きるだけでなく、変化に富んだ賑わいを創出できるだろう。 

• 第４章 

７つの空間構成要素はそれぞれ、漁業空間として整備され

た当初より形状が変化してきており、同じ空間要素でも場所

によって設えなどに細やかな差異が見られる。この差異を重

ね合わせるとおおよそ４つのエリアに分けられる。 

• 第５章 
                                                             

転業前は漁業という地区住民に共通する生業の中で各空間

要素の利用はつながりをもっていたが、転業後は漁業の機能

から離れ、①本来の機能を保持したり②場の読み替えを行っ

たり③新たな利用を付加するなどして使われ続けられている

ものの、各空間要素を単体で利用している（文節化）など、

空間の変化とともにその利用にも変化が起きた。 
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